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流域下水道維持管理負担金単価の改定について 
下水道マネジメント推進課 

 

１ 概要 

  次期単価適用期間の維持管理負担金対象経費の収支見込み

により、４処理区の流域関連市町村の負担金単価を改定する。 
 
 《負担金単価》 
  維持管理費、減価償却費、建設・更新費の起債支払利息及び

解消すべき累積赤字などを考慮した収支見込みにより定め

ている単価 
 
２ 改定の内容 

改定処理区 現行単価（Ａ） 改定単価（Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） 
臨海処理区 ４５円／㎥ ５０円／㎥ ５円 
大曲処理区 １１０円／㎥ ７５円／㎥ △３５円 
大館処理区 ９０円／㎥ ９５円／㎥ ５円 
鹿角処理区 １４５円／㎥ １５０円／㎥ ５円 

 
・大曲処理区 

    令和７年度で累積赤字を解消する見込みであるため、

負担金単価を引き下げる。 
 
  ・臨海処理区、大館処理区 
    次期適用期間内に収支不足へ転じることを防ぐため、

負担金単価を引き上げる。 
 
  ・鹿角処理区 
    令和２２年度までに累積赤字の解消を目指すため、負

担金単価を引き上げる。   

 

・横手処理区 
    次期適用期間内に収支の過不足が見込まれないため、

負担金単価を変更しない。（６５円／㎥） 
 

《参考》 

処理区 処理する区域を有する市町村 
臨海処理区 秋田市 男鹿市 潟上市 山本郡三種町 

南秋田郡五城目町 八郎潟町 井川町 

大潟村 

大曲処理区 大仙市 仙北市 仙北郡美郷町 

横手処理区 横手市 

大館処理区 大館市 

鹿角処理区 鹿角市 鹿角郡小坂町 

 

３ 適用期間 

  令和８年４月１日～令和１１年３月３１日（３年間） 
   
４ 新単価適用までの手続 

  令和７年 ９月   市町村への説明 
      １２月   市町村と単価について合意 
  令和８年 ２月議会 議案の審査・議決 
       ３月   協定の締結 
       ４月   新単価適用 
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秋田県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について 
道 路 課 

 

１ 改正理由 

  道路法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第４４ 
 ４号）の施行により県が管理する道路の占用料の額を改正す 
 る等の必要がある。 
 
 
２ 改正内容 

（１） 県では、道路占用料の額を国に準じて定めている。 

    国により、固定資産税評価額の評価替えや地価に対す

る賃料の水準の変動等を踏まえ道路占用料の改正が行わ

れたことから、県の道路占用料についても、直轄国道の

占用料と同額に改正する。 

（２） 県では、国に準じて各市町村を３段階の所在地区分に

分類し、級地毎に占用料を定めている。 

    国の改正にあわせて、大館市の所在地区分を第二級地

から第三級地に改正する。 

 

 

３ 施行期日 

  この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 
【参考】所在地区分について 
  各市町村の区域内の土地の固定資産税評価額の平均価格を 
 もって級地を分類している。 
 

改正後 改正前

第一級地 秋田市 秋田市

能代市 能代市

潟上市 潟上市

南秋田郡八郎潟町 南秋田郡八郎潟町

大館市

第三級地
第一級地及び第二
級地以外の市町村

第一級地及び第二
級地以外の市町村

第二級地
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※
Ａ
は
、
近
傍
類
似
の
土
地
の
時
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を
表
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